
収入について

科 目 予算額（千円）

健康保険収入 3,042,428

調整保険料収入 35,575

繰越金 327

繰入金 100,001

国庫補助金収入 71,203

特定健康診査等事業収入 18,000

出産育児交付金 3,221

財政調整事業交付金 36,000

雑収入 4,081

収入合計 3,310,836

経常収入合計① 3,068,931

収入については、その多くが皆様方と事業主からの保険料となっています。

収

入

・令和8年度　収入・支出予算概要

健康保険収入 3,042,428 

調整保険料収入 35,575 

繰越金 327 

繰入金 100,001 

国庫補助金収入 71,203 

特定健康診査等事業収入 18,000 

出産育児交付金 3,221 

財政調整事業交付金 36,000 

雑収入 4,081 

令和8年度 収入予算 （単位：千円）

健康保険収入 調整保険料収入 繰越金

繰入金 国庫補助金収入 特定健康診査等事業収入

出産育児交付金 財政調整事業交付金 雑収入



支出について

科 目 予算額（千円）

事務費 57,094

保険給付費 1,809,593

法定給付費 1,786,981

付加給付費 22,612

納付金等 1,161,657

前期高齢者納付金 468,635

後期高齢者支援金 693,020

病床転換支援金 1
流行初期医療確保拠出金 1
出産育児関係事務費拠出金

保健事業費 167,276

還付金 31

財政調整事業拠出金 35,575

連合会費 2,215

雑支出 1,100

介護勘定繰入 0

子ども勘定繰入 327

予備費 75,968

支出合計 3,310,836

経常支出合計② 3,197,965

経常収支差引額①－② △ 129,034

予算段階において、令和8年度は１億２千９百３万４千円の赤字です。

支出についてですが、皆様からお預かりしました保険料の内、「納付金等」が、

約38%を占めております。多くのお金を高齢者医療制度に納付しており、実質

私たちのために使用できるお金は、残りの約62%となっています。
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主な支出項目の説明です。

１．事務費

健康保険組合を運営する費用です。人件費、事務所賃借費、各種リース料、

会議費等の費用です。

２．保険給付費

被保険者、被扶養者が医療機関に支払うのは３割ですが、残りの７割を健

保が支払うための費用です。（基本的な割合の場合）

３．前期高齢者納付金

前期高齢者（65歳～74歳）の方の医療費の偏差による保険者間の負担の

不均衡を調整するために国に納付するお金です。

４．後期高齢者支援金

後期高齢者医療制度加入（75歳以上）の方の医療費を支払うために、国

に納付するお金です。

５．その他納付金

退職者給付、病床転換支援のために国に拠出するお金です。

６．保健事業費

人間ドック、家族ドック、インフルエンザ、特定保健指導等被保険者、

被扶養者の健康増進又、疾病予防に使うお金です。

７．連合会費 他

健康保険組合連合会に納付する会費及び出資金等です。

事務費 57,094 

保険給付費 1,809,593 
納付金等 1,161,657 

保健事業費 167,276 

還付金 31 

財政調整事業拠出金
35,575 

連合会費 2,215 雑支出 1,100 介護勘定繰入 0 

子ども勘定繰入 327 

予備費 75,968 

令和8年度 支出予算 （単位：千円）

事務費 保険給付費 納付金等 保健事業費

還付金 財政調整事業拠出金 連合会費 雑支出

介護勘定繰入 子ども勘定繰入 予備費


